
(仮称)朝霞市公共施設等マネジメント実施計画策定検討会議設置について（案） 

 

■趣  旨 

 令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間とする「朝霞市公共施設等マネジ

メント実施計画（第２期）」の策定において、より実効性の高い計画とするために設置する。 

 設置にあたっては、朝霞市公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱第６条（検討

会議）に基づき行う。 

 

※上記要綱抜粋 

（検討会議） 

第６条 第３条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会

に検討会議を置くことができる。 

２ 検討会議の会議員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者（当該所管課等の長が指

定する者をいう。）をもって充てる。 

 

■所掌事務 

・施設カルテ及び施設点検の結果により単純集計した優先順位を基に意見交換 

・優先順位案、計画素案の検討 

  

≪開催スケジュール（案）≫ 

令和６年２月 委員決定、設置目的の共有 

    ３月 施設の優先順位等に情報共有・意見交換、優先順位案の検討 

    ４月 設置目的の再共有（※委員に変更が生じた場合）、素案の検討 

 ６月、７月 庁内検討委員会からの意見等を反映・調整・検討 

  ※ほか、必要に応じて開催を予定しています。 

 

■委  員 

 別添「優先順位の総合結果」のうち、グループ４までに位置づく施設（１９施設）の所管

課及び政策企画課、財政課、教育総務課の管理職（所属長を除く）をもって組織する。 

 

≪全１２部署≫                             （機構順） 

政策企画課 危機管理室 財政課 

財産管理課 地域づくり支援課 福祉相談課 

長寿はつらつ課 保育課 健康づくり課 

教育総務課 生涯学習・スポーツ課 中央公民館 
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